
泉南市自治基本条例（中間まとめ（案）の構成

　　第1条　目的（再掲）
　◎個性豊かで魅力あるまちの創造
　◎自主、自立した自治体にふさわしい市民自治の実現

前 文
＜理念＞

第５章　まちを創る仕組み 第８章　連携・交流 第９章　実効性の確保

第35条　条例の推進 第36条　条例の見直し

第２章　基本原則

第4条　市民自治の原
則

第5条　情報共有の原則 第6条　参画と協働の原則

第６章　まちを創るための議会

第18条　市議会の役割

第20条　議員の責務

第７章　まちを創るための行政

第24条　総合計画

第25条　政策法務

　第26条　財務

第27条　危機管理

第28条　行政手続き

　第29条　説明責任

まちづくりの主体

市

第４章　まちを創る市民

 第11条　コミュニティ活動

第３章　市民の権利と責務

 第9条　こどもの権利保障

 第10条　事業者の責務

協働参画

市民

　第１章　総則

第１条　目的

第2条　条例の位置付け 第3条　基本となる用語

協働
第8条　市民の責務

第7条　市民の権利

第19条　市議会の責務

第21条　市長の役割

第23条　職員の責務

第22条　市長の責務

まちづくりの仕組み

第12条　情報の公開・提供

第13条　個人情報の保護

　第14条　意見聴取制度

第15条　審議会等への参画

   第16条　市民からの提言

　第17条　住民投票

 第30条　国及び大阪府との連携

　第31条　他の自治体との連携

　第32条　関西国際空港との連携

 第33条　市外の人々との交流

　第34条　国際交流


